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新型コロナワクチンの接種に関する申入れ 
 
 

 

本学の教職員および学生が新型コロナワクチンを接種する場合の対応について、以

下の通り申し入れますので、よろしくお取り計らいくださるようお願い申し上げます。 

 

 
記 

 
 
１．教職員がワクチンを接種する場合は、常勤・非常勤職員を問わず、勤務を免

除するか（勤務時間規程第４条）、特別の有給休暇とすること。 
 

 
２．ワクチンの接種により教職員に副反応が生じた場合、あるいは副反応かどう

かにかかわらず発熱等の風邪症状が見られる場合で、休暇を取得する場合は、

常勤・非常勤職員を問わず、「有給の特別休暇」とすること。 
 
２．ワクチンの接種により学生に副反応が生じた場合、あるいは副反応かどうか

にかかわらず発熱等の風邪症状が見られる場合で、授業を欠席する場合は、配

慮すること。 
 

 

（趣旨） 

総務省は、「新型コロナワクチン接種に伴う副反応が生じた場合の休暇の取扱い

について」（5/12付け通知）において、「新型コロナワクチン接種に伴う副反応か

どうかにかかわらず、職員に発熱等の風邪症状が見られる場合で、「勤務しないこ

とがやむを得ない」と認められる場合には、……一般職の国家公務員の取扱いを

踏まえて、……常勤・非常勤職員を問わず、有給の特別休暇とするとともに、職

員の休暇の取得についても格段のご配慮をいただきたい」としています。 

本学においても、同通知の趣旨にそって、新型コロナワクチン接種に伴う副反



応が生じた場合、あるいは新型コロナワクチン接種後に教職員に発熱等の風邪症

状が見られる場合で、休暇を取得する場合は、「特別の有給休暇」とするよう求め

ます。 

また、学生についても、上記の場合で授業を欠席せざるを得ない場合は、配慮

することを求めます。 

以上 
 


